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自殺 （うつ病） 対策専門委員会

（平成２０年度）

自殺（うつ病）対策専門委員会報告書

広島県地域保健対策協議会 自殺 （うつ病） 対策専門委員会

委　員　長　山脇　成人　　　　　　
解析担当者　岡本　泰昌・尾茂井康宏

Ⅰ．　自殺の現状と国・県の自殺対策の動向

  わが国の自殺者数は，平成10年に一挙に8,000人
余り増加して3万人を越え，その後も高い水準が続
いている。人口10万人あたりの自殺による死亡率
（以下「自殺死亡率」という。）も欧米の先進諸国と
比較して突出して高い水準にある（図1）。一方，図
2に示すように自殺死亡率は失業率と密接に関係す
ることも報告されており，経済状況が悪化している
現状にあってはさらなる自殺者増加が懸念されるた
め，早急な対策が必要である。
　広島県における自殺者数は，平成10年に701人と
なり，その後も高い水準で推移しており（図3），平
成20年の人口動態調査（概数）では，自殺者数633
人，自殺死亡率22.3となっており，交通事故死の約

5倍にもおよんでいる。年齢階級別でみると，50-64
歳の自殺死亡率が最も高く，次いで65歳以上が高く
なっている（図4）。原因・動機別の状況でみると，
健康問題38.2％，経済問題16.0％，家庭問題9.3％
と続いている（図5）。職業別で見ると，無職者が

図１　自殺死亡率の国際比較

図２　自殺死亡率と失業率の推移

図３　自殺者数の推移 （交通事故死亡者数との比較）

図４　年齢階級別自殺死亡率（男性）

図５　原因・動機別の状況（平成19年）
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58.6％と過半数を占め，失業率との関連性をうかが
わせる（図6）。保健所別で比較すると，芸北地域，
備北地域などの自殺標準化死亡比が高く（図7），こ
れらの地域では65歳以上の高齢者の割合が非常に高
い（図8）。

　自殺対策基本法においては，自殺対策は，「自殺の
背景には様々な社会的要因があることを踏まえ，社
会的な取組として実施されるべきこと」や，「単に，
精神保健的な観点からだけでなく，自殺の実態に即
して実施されるべきこと」，「国・地方公共団体・医
療機関・事業主・学校・関係する民間団体等の相互
の連携の下に実施されるべきこと」が，基本理念（第
2条）として示されるとともに，「地方公共団体が，
当該地域の状況に応じた施策を策定し，および実施
する責務を有すること」を，地方公共団体の責務と
規定された（図10）。

図６　職業別の状況（平成19年）

図７　保健所別自殺の標準化死亡比（H 12～16）

図９　広島県における留意すべき者

図８　保健所別自殺の年齢階級別割合

図１０　わが国の自殺対策

図１１　「広島県自殺対策推進計画」の策定

　以上をまとめると，広島県の自殺対策において留
意すべき者は，図9に示すように，1） 50歳以上の男
性，高齢者，2） 芸北地域，備北地域の高齢者，3） 配
偶者のいない者，4） 相談相手がいない者，5） 無職者
という解析結果であった。
　このような状況の中，平成18年10月，自殺対策
基本法が施行され，平成19年6月8日には，国が推
進すべき自殺対策の指針となる「自殺総合対策大綱」
が閣議決定された。

　これらを受け，広島県では，総合的な自殺対策を
推進し，自殺の防止，自殺者の親族等に対する支援
の充実を図るため，「広島県自殺対策推進計画」を策
定することとしている（図11）。
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Ⅱ．　広島県自殺対策推進計画（中間報告） 
およびこれを受けた施策展開　

　Ⅰにおいて，広島県では，総合的な自殺対策を推
進し，自殺の防止，自殺者の親族等に対する支援の
充実を図るため，「広島県自殺対策推進計画」を策定
することとしていると述べたところである。
　この計画については，広島県では，前ページの資
料にもあるように，平成20年3月に，広島県自殺対
策連絡協議会から中間報告を行ったところであり，
平成21年度中には，計画の策定を行う予定としてい
る。

　なお，広島県自殺対策推進計画（中間報告）およ
びこれを受けた広島県での取組は次のとおりであり，
これに見られるように，かかりつけ医と精神科医の
連携などによる適切な精神科医療受診の推進が，今
後の重点施策の一つとされている。

Ⅲ．　広島県地域保健対策協議会での 
自殺対策に関する検討　 

　既述のように，自殺予防の観点からは，適切な精
神科医療受診の推進は重要な課題であり，広島県の
施策でもそのように位置づけられている。ところで，

自殺企図者の75％に精神障害があり，その内46％
がうつ病であったとの報告がある一方，うつ病の症
状は身体的な不調が出ることも多いため，内科等か
かりつけ医を最初に受診することが多いとされると
ころ，WHO（世界保健機関）の調査によれば，日本
における内科医のうつ病診断率は19.3％となってお
り，多くのうつ病患者は，適切な診断が下されてい
ない可能性があると考えられている。

　本委員会では，前記2に述べた広島県の自殺対策
推進計画および施策の動向および前段のような課題
意識を踏まえ，地域における自殺（うつ病）対策と
して,適切な精神科医療受診の推進，とりわけ，か
かりつけ医と精神科医の連携の推進を重点的に展開
するという観点から，平成19年度から医療従事者に
向けたマニュアルの作成を開始し，20 年度に当該マ
ニュアルを作成した。（マニュアルは，本稿末尾に掲
出）

　これらの成果を踏まえ，平成21年度も引き続き本
委員会において，かかりつけ医と精神科医療を結び
つけるための仕組み，特に広島県において自殺死亡
率の高い中山間地域で有効に作動する仕組みづくり
に向けた検討を行っていきたいと考えている。
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